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企業勤務者の副業を活用した起業をめぐる法的課題
関西学院大学法学部准教授

河　野　 尚　子

本稿は、企業勤務者の副業を活用した起業をめぐる法的課題を検討し、今後の方向性について考
察しようとするものである。近年、副業の促進と安心して取り組める環境整備が進められている。
副業は起業のリスクを低減する方策の一つであり、起業促進の手段としても位置づけられる。法政
策の展開を踏まえると、労働者の職業選択の自由（憲法22条 1 項）やキャリア権の理念を意識し、
労働者が独立する助走期間として副業を選択できる法解釈・立法政策の構築が必要であろう。一方
で、独立のための副業については、本業の使用者が容認し得るかどうかという問題がある。また、
雇用から非雇用への転向の可能性を意味するため、労働者が安心して起業に挑める環境が整ってい
るかを検討することが重要である。

そこで本稿では、副業規制、健康確保、セーフティネットの 3 点から副業を活用した起業につい
て検討を行った。第一に、副業規制の観点からは、副業起業は本業の使用者の利益を侵害し得る場
合に制限される。特に勤務経験を生かして在職中に競合会社を設立（準備）する行為については広
範な制限（競業避止義務）が認められているが、労働者の職業選択の自由等を考慮し、副業開始前
に具体的内容を労使双方で確認できる仕組みが求められる。第二に、健康確保の観点からは、起業
は裁量が大きい半面、長時間・深夜就労により健康を損なうおそれがある。自身の健康に対する意
識の涵

かん

養
よう

を図ることも重要であり、本人の求めに応じる形での健康確保措置、本業の使用者による
当該情報の提供、労働者の意向聴取を踏まえた短時間労働制度等の導入が健康への悪影響を防止す
る一助となり得る。第三に、セーフティネットの観点からは、労働保険（労災保険法・雇用保険法）
は雇用を前提としており、副業起業の場合、就労・所得捕捉の難しさゆえ、現行制度では対応しき
れない部分がある。特に副業起業者の本業での失業リスクへの対応が求められる。

以上の論点と併せて、キャリア形成支援の観点から、企業勤務者を対象に副業起業を支援する施
策も今後検討すべき課題となろう。

要　旨
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1　はじめに

我が国では、起業は雇用創出や地域の活性化な
どをもたらすとの考えの下、その促進が重要な政
策課題とされている。厚生労働省「令和 7 年版労
働経済の分析」も、イノベーションの担い手とな
り得るスタートアップ企業が活発に起業・発展で
きる環境を整備していくことが、生産性を高め、
結果として賃金を増加させる可能性があることを
指摘している。

もっとも、日本の開業率の水準は諸外国に比べ
て低く、起業を考える人そのものが少ないことか
ら、起業を行いやすい環境整備の手段の一つとし
て、副業・兼業（以下、副業）の促進も掲げられ
るようになった。すなわち、本業で収入を得て生
活している企業勤務者が、それとは別に副業とし
て起業するというものである。

副業の促進については、起業の手段の他、労働
者のセカンドキャリアやオープンイノベーション
などの観点から普及に向けた政策が展開されてい
る。他方、労働法に関する先行研究をみると、副
業という柔軟な働き方を選択できる環境整備に向
けて、企業勤務者が雇用・非雇用型の副業を行う
場面における法的検討はなされてきたが、労働者
が独立に向けて副業での起業（以下、副業起業）
を行う場面に焦点を当てて論じられたものは少な
かったといえる。

そもそも勤務経験を生かした独立のための副業
は、雇用から非雇用への働き方への転向の可能性
を意味する。労働法は雇用されて働くうえで発生
する問題を法的に解決するシステムであり、労働
法の適用となるか否かによって大きな違いが生じ
る。近年では、雇用形態や就労形態の多様化に伴
い、労働者概念の判断基準や非雇用者の法的保護
のあり方も重要な検討課題とされている。また、
労働者が副業起業において成果を上げると本業の

企業勤務を手放す可能性もある中、本業の使用者
が労働者の副業を容認し、労働者が安心して起業
に挑戦できる環境を整備することが可能か否かと
いった点も問題となろう。さらに、企業勤務者が
本業や副業で就労を中断せざるを得ない場面にお
けるセーフティネットのあり方も重要な検討事項
となる。

係る観点から、本稿では、企業勤務者の副業を
活用した起業をめぐる環境整備のあり方について、
近時の動向を踏まえて法的検討を行うこととした
い。なお、副業を活用した起業の形態としてはフ
リーランスとしての活動も想定されることから、
以下ではフリーランスについても検討する。その
際、以降の議論ではフリーランス・事業者間取引
適正化等法により新たに及ぶ規律についても適宜
言及する。

2　法政策の展開

（ 1 ） 副業の促進

副業の促進については、平成29年に政府が策
定した「働き方改革実行計画」において、テレワー
クとともに、柔軟な働き方の一つとしてその環境
整備が課題とされた。また、労働市場の変化に
伴い、労働者が主体的かつ自律的にキャリア形成
を行うことの重要性が指摘されている。これらを
踏まえると、副業は労働者のエンプロイアビリ
ティを強化する選択肢の一つとなっており、私生
活の時間を副業の時間に充てることも、労働者の職
業選択の一つとして尊重されるべきものといえる

（河野、2023）。
さらに、労働者がこれまで培ったスキル・経験

を生かし、雇用によらない副業を行う場合、キャ
リアの複線化にもつながることから、副業はキャ
リア権に資するとの指摘もみられている（大内、
2017）。キャリア権とは、勤労権（憲法27条 1 項）
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を中心に据えた、労働者が職業キャリアを形成し、
展開する権利としての概念であり（諏訪、2017）、
労働市場政策の基本方針を定める労働施策総合推
進法の理念（法 3 条 1 項）と共通する考え方であ
る。こうした理念を意識して、労働者が安心して
副業を行うことのできる環境整備が政策課題とさ
れている。

他方、使用者にとっては、副業人材を人手不足
解消の手段として用いることが可能である。中小
企業庁編『2025年版中小企業白書』においても、
専門人材確保の観点から副業人材を活用する事例
が紹介されている。また、中小企業庁「中小企業・
小規模事業者人材活用ガイドライン」では、業務
経験が豊富な副業人材の活用は他の従業員の育成
にも有効であるとされている。さらに、地方の経
営人材確保の観点から、都市部の経営人材による
地方での副業の促進も政策課題とされている（内
閣官房「新しい資本主義のグランドデザイン及び
実行計画2025年改訂版」）。このように、副業の活
用は、起業促進の手段だけではなく、企業にとっ
てもメリットがあるものと捉えられている。ただ
し、企業が副業人材を積極的に活用するかどうか
は個々の判断に委ねられている。

（ 2 ） 起業のリスクの最小化

起業については、失敗した時のリスクが大きい
といった懸念があり、その一例として借入をはじ
めとした資金面での問題が挙げられる。この問題
に対して、本業で収入を確保しつつ、副業として
小規模で起業に着手することで、リスクの最小化
を図ることができるという考え方がある。例えば、
中小企業庁編『2014年版中小企業白書』では、副
業が起業におけるリスクを低減する方策の一つと
して掲げられ、週末起業のような事例も紹介され
ている。また、副業起業が選択されやすい場面は、

1	 斯業経験の乏しさや事業内容の新しさゆえ、副業起業は専業起業よりも廃業確率が高くなることも指摘している。

開業した事業と関連のある仕事での経験がない場
合や事業内容に新しさがある場合、すなわち事業
が失敗するリスクが高い場合であるとの指摘があ
る（星田・井上、2025）1。このように、起業にお
ける副業の活用は、失敗した際のリスクの最小化
を図るもので、起業に向けた助走期間と位置づけ
られる。

実際の起業家のデータを日本政策金融公庫総合
研究所「2024年度起業と起業意識に関する調査」
でみると、起業家（事業に充てる時間が週35時間
以上）は「勤務を辞めてから事業を始めた」とす
る割合が60.3％である一方、パートタイム起業家

（事業に充てる時間が週35時間未満）は「現在も
勤務しながら事業を行っている」が39.2％、「勤務
しながら事業を始めたが、現在は勤務を辞め、事
業だけを行っている」が9.3％である。パートタイ
ム起業家の場合、勤務をしながら起業した割合が
約半数に上っている。

もっとも、労働者には、副業起業を行う際、労
働契約上の労働義務がある他、信義則（労働契約
法（以下、労契法） 3 条 4 項）に基づき、本業の
使用者の利益を侵害したりしないように配慮する
義務（誠実義務）があり、本業と副業起業との両
立が課題となる。例えば、フルタイム労働者が副
業で起業するとすれば、私生活の時間をどの程度
副業に充てられるかが重要となり、本業での業務
等の状況を踏まえた行動が求められる。

一方で、フルタイムより短い時間で働く短時間
労働者が副業で起業する場合、副業に割ける時間
は増えるが、生計維持者であれば副業で失敗する
リスクの最小化をどこまで図れるかが課題となる。
実際に、非正規雇用及び自営業は、貧困に陥りや
すく、正規の雇用と比べると貧困から脱出する確
率も低いことが指摘されている（樋口・石井・佐藤、
2011）。



日本政策金融公庫論集　第70号（2026年２月）

─ 22 ─

（ 3 ） 副業をめぐる法整備

従来、副業の禁止や許可制を採用する企業が多
く、長時間労働を前提とする働き方では、副業を
行うこと自体想定されていなかった。しかし、労働
者には私生活の自由や職業選択の自由（憲法22条
1 項）があり、使用者の利益（労働力の確保、企
業秩序、営業秘密など）を侵害しない限りで副業
は制限されないものと解されている（小川建設
事件・東京地決昭57・11・19労判397号30頁等）。

そこで、前述の「働き方改革実行計画」では、
副業の普及・促進のための環境整備が課題とされ
た。具体的には、厚生労働省「副業・兼業の促進
に関するガイドライン」（以下、副業・兼業ガイド
ライン）の策定やモデル就業規則の改訂により、
労働者の健康確保に留意しつつも副業を原則とし
て認める方向で普及・促進が図られた。もっとも、過
重労働への懸念や労働時間の管理・把握の難しさ
から、副業解禁に積極的な企業は 2 割程度にとど
まった（全世代型社会保障検討会議「全世代型社
会保障検討会議中間報告」（令和元年12月19日））。

また、成長分野への円滑な労働移動を図るため、
副業の拡大が課題とされ、さらなる促進に向けた
環境整備として副業・兼業ガイドラインの改訂が
2 度なされた。 1 度目が、副業に関する労働時間
管理や健康確保などのルールの明確化である（令
和 2 年 9 月）。労働者からの自己申告制に関する
手続き及び様式を定めるとともに、簡便な労働時
間管理の方法を示し、副業の実施に関する労使双
方の負担の軽減を図った。 2 度目が、企業に対す
る、副業への対応状況についての情報公開の推奨
である（令和 4 年 7 月）。①副業を許容しているか
否か、②条件つき許容の場合は副業が許容される
条件について、自社のホームページ等において公
表することが望ましい旨が明記された。

さらに、労働保険（労働者災害補償保険法（以
下、労災保険法）、雇用保険法）についても、複数

事業労働者に対する労災保険給付の拡充や業務上
の負荷への評価の見直しといった法改正がなさ
れ、複数の事業所に雇用される65歳以上の者への
雇用保険の適用拡大（任意加入の「雇用保険マル
チジョブホルダー制度」）等が行われた。

もっとも、令和 4 年に行われた労働政策研究・
研修機構「副業者の就労に関する調査」によると、
副業をしている人の割合は6.0％と低い状況にあっ
た。また、令和 5 年に実施されたパーソル総合研
究所「第三回副業の実態・意識に関する定量調査」
によると、企業の副業容認率は、上昇傾向にある
ものの、60.9％となっていた。使用者には、労働
者が副業により長時間労働にならないよう、安全
配慮義務（労契法 5 条）、労働時間の通算制（労働
基準法（以下、労基法）38条 1 項）、健康確保措置

（労働安全衛生法（以下、労安衛法）66条等）と
いった対応が求められているが、実務上、健康へ
の配慮には難しさがある。

そこで、令和 7 年 1 月に厚生労働省が公表した
「労働基準関係法制研究会報告書」では、労働者
の自発的な選択・判断により行われる副業につい
て、労働者の健康確保のための労働時間の通算は
維持しつつも、労働時間規制の割増賃金に係る通
算制見直しの検討に関する議論がみられた。特に、

「使用者が労働者に時間外労働をさせることに伴
う労働者への補償や、時間外労働の抑制といった
割増賃金の趣旨は、副業・兼業の場合に、労働時
間を通算した上で本業先と副業・兼業先の使用者
にそれぞれ及ぶというものではないという整理が
可能である」とされた。

労働時間規制は雇用型の副業を対象とした議論
ではあるが、仮に非通算制を採用したとしても、
副業を行う者に対する長時間労働への対応は課題
として残されている。この点は、非雇用型の副業
においても同様である。副業・兼業ガイドライン
では、労働法の適用がない者についても、過労等
により業務に支障を来さないようにする観点から、
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その者からの申告等により就業時間を把握するこ
と等を通じて、就業時間が長時間にならないよう
配慮することが望ましいことが示されている。

（ 4 ） 副業と多様な就労形態

副業をめぐる法政策について検討する際、多様
な就労形態を視野に入れる必要がある。

① 雇用と非雇用
副業を行う目的は、生計維持を図る場合やセカン

ドキャリアの形成を図る場合など様々であり、就
労形態は雇用だけではなく、雇用によらない働
き方も想定されている。前述の「副業者の就労に
関する調査」によると、副業する理由（複数回答）
は、「収入を増やしたいから」が54.5％、「 1 つの
仕事だけでは収入が少なくて、生活自体ができな
いから」が38.2％、「自分が活躍できる場を広げた
いから」が18.7％などとなっている。また、本業
での就労形態は「非正社員」が41.0％、「正社員」
が38.1％、「非雇用者」が20.9％であり、副業での
就労形態は「非正社員」が60.1％、「非雇用者」が
33.1％、「正社員」が6.8％となっている。

副業先で労働法の適用があると労働時間の通算
制等が及ぶことから、使用者は実務上の負担を回
避するため非雇用型の副業のみを認める可能性も
ある。ただし、実際には労働法が適用される者か
否かの判断は契約の名称や形式ではなく、就労実
態によってなされる。雇用か非雇用か、法的に判
断が難しい場合もあることから、意図的・脱法的
な非雇用の拡大という事態を招きかねないといっ
た指摘もみられる（國武、2021）。最近でも、厚生
労働省「労働基準法における『労働者』に関する
研究会」において、労基法上の労働者性の概念に
ついて判断基準のあり方や当該基準の明確化が検
討されている。

2	 フリーランス法制をめぐる法的課題については、大内ほか（2025）も参照。同書では、被用者・労働者および自営業者を含めた就労
者を適用対象としてセーフティネットの構想が示されている。

② 近時の法政策
令和 4 年の労働者協同組合法施行により、多様

な働き方を実現しつつ地域の課題に取り組むこと
が可能となり、本業をもちながら、副業として労
働者協同組合を設立して事業を行う者もみられ
る。労働者協同組合は、組合員が出資して総会等
により意見を反映する機会をもち、組合員自らが
事業に従事する新たな法人形態であり、協同組合
と組合員間の関係を労働契約とし、組合員は労働
者に該当することが特徴である（法20条 1 項）。す
なわち、組合員は労基法・労契法上の労働者であ
り、副業で事業に従事する場合、雇用型の副業と
位置づけられる。

なお、労働者性をめぐる判断は就労実態によっ
てなされることから、組合との間の使用従属性が
乏しく、組合員に高度な事業者性が認められる場
合には組合員の労働者性が否定される可能性があ
るという指摘もみられる（土田、2024）。一方で、
組合の業務を執行する組合員（代表理事）、理事の
職務のみを行う組合員（専任理事）は、組合と委
任契約を締結する使用者の立場として位置づけら
れている（法34条）。これに該当する者は、非雇
用として労働法の適用がないものとされる。ただ
し、形式上は専任理事であっても、実態として代
表理事の指揮命令に服し、人事権や予算執行権を
有しない場合には、労働者性が肯定される。

また、令和 6 年にはフリーランス・事業者間取
引適正化等法が施行され、個人が事業者として受
託した業務に安定的に従事することができる環境
の整備が図られている（法 1 条）。同法は、業務委
託の相手方である事業者で、従業員を使用しない
者（法人を含む）を対象とする（法 2 条）2。

もっとも、フリーランスが労基法・労契法上の
労働者に該当するか否かをめぐっても解釈論及び
立法論上の議論がある（土田、2024）。フリーラン
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スとして起業する場合でも、取引の相手方と使用
従属関係が認められる場合、労働法の適用の余地
が残されている点には留意する必要があろう。副
業との関係では、雇用・非雇用を問わず、当事者
のいずれにも不利益が生じないよう、公正かつ実
効性のある制度的枠組みの整備が求められる。

（ 5 ） 勤務経験を生かした独立のための副業

労働者の職業人生の長期化に伴いキャリア形成
も多様化し、一つの職場で長く働く労働者もいれ
ば、他の企業へ転職したり、勤務経験を生かした
独立を考えたりする者もいる。厚生労働省「新しい
時代の働き方に関する研究会報告書」（令和 5 年）
では、「不確実な時代の中で働く人が幸せな職業
人生を実現するには、自分の力で働き方を選択
し、キャリアプランを描けるようになることが大
切」であるとされ、働く者の主体的な選択による
円滑な労働移動を実現できるような仕組みが求め
られている。勤務経験を生かした独立を考える際、
前述のとおり、副業を起業に向けた助走期間と位
置づけるという考え方もあり、労働移動の円滑化
と整合的であるといえる。労働者には職業選択の
自由（憲法22条 1 項）があり、キャリアの自己決
定を尊重する観点からも、退職後どのようなキャ
リアを展開していくかについて、基本的には自由
に決めることができるものと解すべきであろう。

一方で、従来の長期雇用システムの下では、長
期的な育成を前提に職業能力を高めることで、そ
の会社で活躍する人材を育てていくという考え方
がある。副業を容認することが企業の人材育成等
にとってプラスになるのであれば、使用者は労働
者の副業を積極的に認めるかもしれないが、独立
のための副業となると使用者にとってメリットが
あるとは限らない。第 3 節で後述するとおり、労
働者も労働契約上の義務として、本業に支障が生
じないように配慮しなければならないため、本業
が忙しければ、副業を行うことを控える可能性も

あろう。係る点を踏まえ、労働者が自律的に選択
した働き方を尊重することのできる法解釈・立法
政策の構築を模索する必要があろう。

3　副業としての起業・独立準備行為

（ 1 ） 概要

企業勤務者が安心して副業として起業、独立準
備を行うことができる環境を整備するに当たって
は、主に三つ（副業（兼業）規制、健康確保、セー
フティネット）の法的課題がある。

副業規制については、在職中の労働者には労働
義務がある他、信義則（労契法 3 条 4 項）に基づ
き、付随義務として誠実義務がある。すなわち、
使用者の正当な利益を侵害しないよう配慮する義
務があり、その限りで副業が制限される。特に、
労働者がこれまで培ったスキル・経験を生かし
て、副業起業を行うことができるかどうかという
点においては、労使の利益調整のあり方について
検討する必要がある。

健康確保については、使用者が副業を容認した
後、安全配慮義務（労契法 5 条）に基づき、副業
を行う労働者に対していかなる配慮をすべきなの
かという問題がある。副業・兼業ガイドラインで
は、使用者は副業先の就業時間の把握等をして、
配慮することが望ましいとされている。他方で、
非雇用型の副業は、使用者の指揮命令下にはなく、
就業時間に裁量があり、自律的な働き方によるも
のである。こうした自発的な選択によって行われ
る副業をめぐって、本業使用者による労働者の健
康確保、就労者の健康管理をどのように図るのか
が検討課題となる。

さらに、セーフティネットについては、副業先
で労働災害に遭う場合や起業後に廃業する場合、
雇用のように労働保険による保障が当然に受けら
れるわけではない。最近では労災保険法の特別加
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入者の適用範囲が拡大し、フリーランスにも及ぶ
ことになっているものの、任意加入の制度となっ
ている。他方、廃業による所得保障は、任意加入
の小規模企業共済が担うことになっている。小規
模企業共済は、生活の安定や事業の再建を図るた
めの資金をあらかじめ準備しておく共済制度と位
置づけられる。しかし、掛金納付年数や請求事由
などで共済金が決定されることから、起業後まも
なく廃業する場合、その額が廃業に伴う所得保障
としてふさわしいものではない可能性がある。所
得保障にかかわるセーフティネットをめぐる問題
については、第 4 節で後述する。

（ 2 ） 副業起業の制限

① 概要
労働者の副業は私生活の自由や職業選択の自由

（憲法22条 1 項）を根拠に、使用者の利益（労働
力の確保、企業秩序、営業秘密など）を侵害しな
い限りで制限されない（私生活の自由を根拠とす
るものとして、小川建設事件・前掲等）。前述のと
おり、企業では就業規則上の兼業許可・禁止条項
を定める場合が多くみられる。裁判例は、就業規
則上、兼業の全面的禁止を定めることは合理性が
ないものとする一方、兼業許可条項の合理性を肯
定している。例えば、マンナ運輸事件（京都地判
平24・ 7 ・13労判1058号21頁）は、労働者が提
供すべき労務の内容や企業秘密の機密性等につい
て熟知する使用者が、兼業の可否を判断すること
には合理性があるとしている。すなわち、兼業許
可条項を有効と解したうえ、労働者の私生活の自
由と使用者の利益との調整を図るという限定解釈
がなされていた。

その後、副業の普及・促進政策により、厚生労
働省のモデル就業規則では、企業への届出によっ
て原則として副業を行うことを可能とするに至っ
た。具体的には、70条 1 項において、「労働者は、
勤務時間外において、他の会社等の業務に従事

することができる」とし、 2 項において、「会社
は、～（略）～ 次の各号のいずれかに該当する場合
には、これを禁止又は制限することができる」も
のと規定されている。「次の各号」とは、①「労務
提供上の支障がある場合」、②「企業秘密が漏洩す
る場合」、③「会社の名誉や信用を損なう行為や、
信頼関係を破壊する行為がある場合」、④「競業に
より、企業の利益を害する場合」（競業避止義務）
である。過去の裁判例等を踏まえ、使用者の利益
を侵害する場合として、これら四つの場面が掲げ
られた。

例えば、副業が深夜に及び、本業の就労時間中
に居眠りをする等、労務の誠実な提供に支障を来
す蓋然性が高い場合、当該副業が禁止される（小
川建設事件・前掲等）。また、副業起業の事例では、
元幹部従業員が競合会社設立の計画や従業員を引
き抜くための勧誘を積極的に行った事案（日本
コンベンションサービス事件・大阪高判平10・5・29
労判745号42頁）、取締役の一人が競合会社を設
立し、会社の顧客を奪取する等、競合会社への加
担行為が悪質な態様であった事案（イーライフ事
件・東京地判平25・ 2 ・28労判1074号47頁）、在
職中に、代表取締役として転職を予定する競合会
社の業務として他社からの業務を受注した事案

（Yデザイン事件・東京地判令 4・11・25労判ジャー
ナル136号44頁）などにおいて、競業避止義務違反
が認められている。

その他、休職給を受けながら会社の承認を得ず、
オートバイ店を自営する行為について、職場秩序
を乱すものと判断された事案がある（ジャムコ立
川工場事件・東京地八王子支判平17・ 3 ・16労判
893号65頁）。本件では、長期にわたって副業先
で経営する意思がある一方、今後本業の使用者の
下で就労する意思はないにもかかわらず、休職中
に給与を一時支給されていたことが問題とされて
いる。このように、副業が制限されるのはあくま
で使用者の利益を侵害し得る場面に限定され、独
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立のための副業そのものが制限されているわけで
はない。

② 競業避止義務
一方、在職中の競業避止義務をめぐっては、義

務内容が広範に認められる傾向にある。在職中の
労働者が競合会社の取締役に就任した事案では、
たとえ労働者が当該会社の経営に直接関与してい
なくても、経営上の秘密が漏洩する可能性がある
こと等が考慮され、本業の使用者の企業秩序を乱
し、または乱すおそれが大きいと判断されている

（橋元運輸事件・名古屋地判昭47・4・28判時680号
88頁）。また、在職中に競業事業を営むことを目
的とする会社設立・取締役就任、店舗の開業準備、
従業員の雇用、店舗で販売する製品の準備、店
舗ホームページの掲載などの準備行為は、誠実義
務違反と判断されている（ピアス事件・大阪地判
平21・ 3 ・30労判987号60頁）。これに対しては、
使用者の正当な利益を侵害するほど、信頼関係を
裏切る目的と態様で行われたものでないため、競
争の自由の範囲を逸脱し、誠実義務に違反する行
為と解すべきではないとの批判もあった（石橋、
2010）。しかし、最近の裁判例でも、競業となる個
人事業を営むことは、類型的に営業秘密を漏洩し
たり顧客を奪取したりすることにつながる蓋然性
が高いため、それを控えることは労働者にとって
の当然の義務であるとする事例（東京地判令 6・3・
28LEX／DB25620785）もある。このように、副業
として競合会社を設立したり、設立準備を行った
りすること自体が使用者の正当な利益を侵害する
可能性があると評価される傾向にある。

また、競業避止義務違反の効果として、労働者
の懲戒処分・解雇、退職金の不支給・減額、使用
者の損害賠償請求などがある。懲戒処分では日本
コンベンションサービス事件（前掲）、退職金不支
給ではイーライフ事件（前掲）、損害賠償請求では
ラクソン等事件（東京地判平 3 ・ 2 ・25労判588号

74頁）、協立物産事件（東京地判平11・ 5 ・28判時
1727号108頁）、スタッフメイト南九州・アンドワー
ク事件（宮崎地都城支令 3 ・ 4 ・16労判1260号34
頁）、Z社事件（名古屋地判令 5・9・28労経速2535
号13頁、会社法350条に基づく競合会社の損害賠償
責任を肯定）などの裁判例が挙げられる。その他、
不正競争防止法 2 条 1 項 7 号所定の、営業秘密に
該当する情報を使用して競合会社に加担した行為
が、不正競争行為に該当し、損害金等の支払を求
められた事例もある（アイ・ピー・コンサルティン
グ事件・東京地判令 6・9・24労経速2577号 7 頁）。
起業に向けた助走期間として競合会社の設立準備
行為を行うことは係るリスクがあり、労働者が競
合会社を設立するのを控えるという意味において
は、イノベーションを阻害するという見方もあろう。

この点、近年では専門職の場合、同一または類
似の職種間での移動を行う傾向があるとされてお
り（厚生労働省「令和 4 年版労働経済の分析」）、
競合会社の起業を検討することも考えられる。本
業で習得した知識や経験を生かし、副業として同
種の事業を営む選択自体が制限されることは、労
働者の主体的なキャリア形成にも影響を及ぼし得
る。複数の仕事をかけもちすることも労働者の職
業選択の自由（憲法22条 1 項）であると解すべき
であり、競合会社の設立・準備行為を全面的に制
限すべきではない。立法政策としては、在職中も
使用者の利益を侵害しない範囲で競業が可能であ
ることを、労使双方が事前に確認できる仕組みを
検討すべきであろう。具体的には、全ての競業行
為を禁止の対象とするのではなく、取引先や顧客
の奪取、従業員の引き抜き、企業秘密の漏洩、競
合会社への利益供与行為など、禁止する内容につ
いて使用者が明示することが考えられる。

なお、労働者が退職後に競合会社を設立するこ
ともあるが、退職後も競業避止特約を根拠に一定
の範囲で制限されることがある。退職後は労働者
の職業選択の自由（憲法22条 1 項）がより重視さ
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れ、競業避止特約の有効性が問題となる。この場
合も労働者が転職先を決定する前の段階で、使用
者が義務内容について十分な情報を与えられるか
どうかが重要となろう3。

③ フリーランスと競業
仮に在職中の競合会社設立が可能であったとし

ても、副業として従事するフリーランスに対して
発注事業者が競業避止義務を課す場合、優越的地
位の濫用として問題となる場合がある（独占禁止
法 2 条 9 項 5 号、内閣官房・公正取引委員会・中
小企業庁・厚生労働省「フリーランスとして安心
して働ける環境を整備するためのガイドライン」）。
すなわち、取引上の地位がフリーランスに優越し
ている発注事業者が、一方的に当該フリーランス
に対して合理的に必要な範囲を超えて競業避止義
務を課し、当該フリーランスが今後の取引に与え
る影響等を懸念してそれを受け入れざるを得ない
場合である。公正取引委員会競争政策研究センター

「人材と競争政策に関する検討会報告書」（平成
30年）によると、義務の内容や期間が目的に照ら
して過大であるか否か、役務提供者に与える不利
益の程度、代償措置の有無及びその水準、取引の
相手方との十分な協議等の決定方法、他の取引の
相手方の条件との比較、通常の競業避止義務との
乖離状況などを考慮したうえで判断される。

このようにフリーランスの場合、公正な競争の
阻害という観点から、競業避止義務を課すことが
優越的地位の濫用と評価される可能性がある。加
えて、係る規定はフリーランスとして働く者の職
業選択の自由（憲法22条 1 項）の制約も意味する
ことから不利益の程度は大きいといえ、就業環境
の整備の観点からも検討されるべきであろう。

3	 退職後の競業避止義務については、河野（2024）において論じている。
4	 なお、事業者との間で業務委託契約を締結するフリーランスへの信義則上の義務として、取引先の安全配慮義務が肯定された事例（ア

ムール事件・東京地判令 4 ・ 5 ・25労判1269号15頁）もある。仮に非雇用型の副業の就業時間が特定可能であれば、その限りで取引
先が義務を負う可能性もあろう。

（ 3 ） 長時間労働をめぐる問題

① 概要
副業が容認されると、長時間労働を招く可能性

があることも懸念されている。雇用とは異なり、
起業や独立準備を行う就労時間については裁量が
あり、自身で長時間労働にならないようにコント
ロールする必要がある。一方で、前述のとおり、
労働者は信義則上の義務（労契法 3 条 4 項）とし
て誠実義務を負うことから、副業において、本業
の労務提供に支障が生じるほど過度な長時間労働
が予想される場合、使用者が副業を制限すること
は可能となる。また、副業・兼業ガイドラインは、
労働者の心身の健康の確保、ゆとりある生活の実
現の観点から法定労働時間が定められている趣旨
にも鑑み、いずれの形態の副業においても長時間
労働にならないよう求めている。使用者には、安
全配慮義務（労契法 5 条）、健康確保措置（労安衛
法66条等）の対応等が求められているが、労働者
が副業として起業や独立準備を行う場合にはどの
ように解すべきかが問題となる。

② 安全配慮義務
副業・兼業ガイドラインは安全配慮義務が問題

となり得る例として、「使用者が、労働者の全体と
しての業務量・時間が過重であることを把握しな
がら、何らの配慮をしないまま、労働者の健康に
支障が生ずるに至った場合」を挙げている。副業
先での就業時間が特定可能であれば、労働者の自
己申告により業務量・時間が過重であるかどう
か、使用者は把握可能となる4。

安全配慮義務をめぐって、本業に加えて雇用型
の副業を行った結果、長時間労働が問題となり、
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使用者の義務違反が争われた大器キャリアキャス
ティングほか 1 社事件（大阪高判令 4 年10月14日
労判1283号44頁）がある。本件では、複数の給
油所で就労する者が、長期間にわたって休日が
なく、深夜早朝の時間帯の心理的負荷のある勤務
で精神疾患を発症、長期欠勤となった事案で、個々
の使用者の安全配慮義務違反が争われた。裁判所
は通常、勤務時間外の私的な時間に行われる兼業

（副業）について、使用者は当然には把握できず、
積極的に他企業での就労状況を把握することもで
きないことを判断の前提としている。しかし、本
件は、再委託先での兼業かつ同一店舗での就労と
いう特殊な事案であった。それゆえ、就労状況を
比較的容易に把握できた本業の使用者が業務を軽
減する措置をとるべき義務を負うとし、就労状況
を具体的に把握しなかったことから、安全配慮義
務違反が認められた5。この立場によると、使用者
が副業の労働時間等の就労状況を容易に把握で
き、長時間労働となることが予測できる場合、疾
病防止のための義務を負う。特に過重業務が長期
化する等の事情があれば、労働時間・業務軽減措
置等が求められるものと考えられよう。一方、学
説の中には、他の使用者での管理支配が及ばない
という点、労働者の自発的意思によって行われる
という点を踏まえ、その不利益は労働者が負うべ
きとする見解もみられる（宇賀神、2023）。

副業の就労状況の把握は労働者の自己申告を前
提とし、使用者は申告された範囲において労働者
の健康への影響の有無について判断ができること
を踏まえると、その限りで安全配慮義務を負うも
のと解すべきである。加えて、就業時間に裁量が
ある非雇用型の副業において長時間労働となった
結果、本業での労務提供に支障が生じ得る場合に
も、使用者は副業を制限することができる。

とはいえ、副業での就労状況は実務上容易に把

5	 一審は、労働者の積極的な選択によって生じた長時間労働であること、業務の労働密度の薄さや使用者が兼業の解消を求めたことな
どから安全配慮義務違反を否定した（大阪地判令 3 ・10・28労判1257号17頁）。

握できるものではなく、明らかに不調がわかるよ
うな場合を除き、使用者の予見可能性は否定され
る可能性が高い。また、労働者が副業先の就労状
況の情報を詳細に開示せず、使用者が把握してい
なければ、その範囲において安全配慮義務の責任
は問われない。仮に本業の使用者が把握していた
としても、副業先の過重な負担を軽減できるかど
うかという問題があり、労働者の長時間労働によ
る健康被害を完全に防ぐことは難しい。

③ 健康確保措置
また、使用者には健康確保措置を講ずる義務が

あり、健康診断、長時間労働者に対する面接指導、
ストレスチェック、結果に基づく事後措置などを
行わなければならない（労安衛法66条等）。副業・
兼業ガイドラインによると、健康確保措置の実施
対象者の選定において、使用者の指示で副業を開
始していなければ、基本的には副業先における労
働時間を通算することとはされていない。もっと
も、厚生労働省が令和元年 8 月に公表した「『副
業・兼業の場合の労働時間管理の在り方に関する
検討会』報告書」は、健康管理について考えられ
る選択肢を例示していた。例えば、通算した労働
時間を把握しない場合、労働者の申告を前提に現
行の健康確保措置の枠組みの中に組み込む選択肢
がある。一方、通算した労働時間を把握する場合、
労働者の健康確保措置を講ずる配慮義務を公法上
の責務として課す選択肢や、労安衛法上、健康管
理上の措置が必要となるほどの長時間労働となっ
た場合により強い措置を求める選択肢がある。

労働時間の把握の必要性を唱える立場からは、
健康確保のみを目的とする場合、非雇用型の副業
も対象とすることも考えられるという意見がある

（石﨑、2020）。前述の「労働基準関係法制研究会
報告書」でも、副業先が非雇用の形態の場合であっ
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ても、健康確保の観点から、本業先の企業が全体
の就業時間や疲労度に応じて何らかの配慮を行
うことも期待されるという意見がみられる。

労働者の生命・身体への影響を踏まえると、健
康確保の観点からの規制は重要であり、使用者の
指示によらない副業については、労働者からの申
告がある範囲で使用者が管理すべきである。その
際、使用者からの働きかけが重要な役割を担うで
あろう。副業・兼業ガイドラインでも、健康確保
措置実施の際、副業の状況も踏まえ、必要に応じ
て法律を超える措置を実施する等、労使の話し合
い等を通じ、健康確保に資する措置を実施するこ
とが適当とされている。係る点を踏まえ、立法政
策としては、労使の話し合いの場で、長時間労働
とならないように使用者による健康確保に関する
情報提供を義務づけること等が考えられる。

ただ、非雇用の就業時間については裁量があり、
結果として長時間就労や深夜就労となる可能性が
ある。そこで、労働者自身の健康管理に対する意
識を向上させる取組が重要となる。実際、前述の

「労働基準関係法制研究会報告書」でも、副業を
行う労働者自身の健康管理に対するリテラシーを
高めていくことが期待されるという意見が示され
ている。具体的な対策として、厚生労働省は「マ
ルチジョブ健康管理ツール」アプリを本業及び副
業の労働時間や健康状態を管理できるものとして
紹介している。私見としては、副業に従事する者
については、本人の求めがあった場合には面接指
導を受ける機会を提供し、その結果を事業者に提
出することで労働者に事後措置等を講ずることが
考えられる。また、 6 カ月以内ごとに健康診断を
行う年 2 回の特殊健康診断の導入も考えられ、負
担のあり方も含めて検討の余地があろう。

④ 個人事業者の健康確保措置
個人事業者についても、長時間就労による健康

障害の防止のあり方が課題とされており、この問

題は副業として起業する際にも当てはまる。令和
5 年に公表された厚生労働省労働基準局安全衛生
部「個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方
に関する検討会報告書」では、個人事業者等の過
重労働、メンタルヘルス、健康確保措置等の対策
について検討された。

そこで、個人事業者等や彼らに仕事を注文する
注文者等が行うべき事項について周知し、自主的
な取組の実施を促す目的で、厚生労働省により「個
人事業者等の健康管理に関するガイドライン」が
令和 6 年 5 月に策定されている。これによると、
長時間の就労は脳血管疾患や虚血性心疾患の発症
リスクを高めることから、健康管理のため、一般
の労働者に適用される時間外労働時間の上限規制
を参考にして、就業時間を調整することが望まし
いとされている。

併せて、睡眠時間・休養の確保を含めた健康管
理として、前述のマルチジョブ健康管理ツールの
活用も紹介されている。そして、長時間の就労に
よって疲労の蓄積を感じる場合、医療機関の受診
や医療保険者・自治体が実施している健康相談な
どの活用、仕事のペースの見直しなど業務による
健康障害を防止するために必要な措置を講じるこ
とが重要とされている。その他、労災保険に特別
加入している個人事業者等については、産業保健
総合支援センター及び地域産業保健センターを利用
することも一つの方法であることが指摘されてい
る（労災保険の特別加入については第 4 節第 2 項
で後述）。

また、注文者等に対しては、個人事業者等への
仕事の注文または個人事業者等が受注した仕事の
うち、個人事業者等が契約内容を履行するうえで
指示、調整等を要するものについて必要な干渉を
行う場合、注文条件等によって仕事を受ける個人
事業者等の就業時間が長時間になりすぎないよう
配慮すること（納期の適正化、発注内容の頻繁な
変更の抑制、発注方法の改善など）が求められて
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いる。これは、労安衛法 3 条 3 項において、仕事
を他人に請け負わせる者は、「安全で衛生的な作業
の遂行を損なうおそれのある条件を付さないよう
に配慮しなければならない」旨が定められている
ことを踏まえたものである。

特に、就業時間や日々の業務量が特定できる場
合には業務量の過密、長時間就労の抑制も配慮す
べきことの一つであり、就業時間が長時間（労働
者の場合、週40時間を超えた場合における、その
超えた時間が 1 カ月当たり80時間を超えた者を
長時間労働者に対する面接指導の対象者としてい
ることを参考とする）となり、疲労の蓄積が認め
られる個人事業者等から求めがあった場合、注文
者等は個人事業者等に対して医師による面談を受
ける機会を提供することとされている。就業時間
や業務量が特定される具体例として、①「 1 日に
配送すべき荷物量を指定するなど、注文者等が、
日々の業務量を具体的に管理・指定しているよう
なケース」、②「映画の撮影現場のように、個人事
業者等の側で業務量や業務時間を自由にコント
ロールできないようなケース」、③「個人事業者等
が、注文者等の事業場に常駐して、注文者等の労
働者や他の個人事業者等と共同で一つのプロジェ
クトに従事するなど、個人事業者等の側で業務時
間を自由にコントロールできないようなケース」
が挙げられている。なお、医師による面談に要す
る経費は、注文者等で負担することが望ましいと
されている6。しかし、本業と副業の結果、就業が
長時間となる場合は、係る経費を注文者が負担す
ることまでは求められないものと考えられよう。

その他、フリーランス・事業者間取引適正化等
法は、業務委託の相手方である事業者で従業員を
使用しない者を対象として、注文者等との間の取
引の適正化と就業環境の整備を図っている。同法

6	 なお、40歳から74歳の個人事業者等については、都道府県及び市町村（特別区を含む）が保険者となる市町村国保、業種ごとに組織
される国民健康保険組合が行う特定健康診査を受診することができることから、注文者等の負担の必要はない（厚生労働省「個人事
業者等の健康管理に関するガイドラインQ&A」）。

5 条 2 項 2 号では、継続的業務委託において、給
付内容の不当な変更・やり直しが禁止されており、
業務量等を一方的に変更する場合、違反となり得
る。これは取引の適正化の観点からの規制ではあ
るが、フリーランスの長時間就労を抑制すること
にもつながる。

4　副業起業時のセーフティネット

（ 1 ） 概要

① 被用者保険
企業勤務者が副業を活用して起業した場合の

セーフティネットについては、起業が非雇用である
ことが主な検討対象となる。これに対し、被用者
保険（厚生年金保険法、健康保険法）の被保険者
は、原則として適用事業所に使用される労働者を
対象としている。例えば、本業、副業ともに短時
間労働の場合、労働時間は合算されず、それぞれ
の事業所で被保険者資格を満たす必要がある。具
体的には、 1 週間の所定労働時間が同一の事業所
に使用される通常の労働者の 4 分の 3 以上である
者、または、①所定労働時間が週20時間以上であ
る、②賃金が月額8.8万円（年収106万円）以上で
ある、③勤務期間が 2 カ月超見込まれる、④学生
は適用除外の要件を充足する者である必要がある

（厚生年金保険法12条 5 号・健康保険法 3 条 9 号）。
この点について、短時間労働者として副業をし

ている者は本業において低所得者であることが比
較的多く、複数事業所での労働時間等を合算して
適用対象とすべきかどうかという点が議論される
ようになっている（令和 6 年 7 月 3 日に厚生労働
省が公表した「働き方の多様化を踏まえた被用者
保険の適用の在り方に関する懇談会議論の取りま
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とめ」等）。ただし、二つの事業所の労働時間を合
算することの実務上の実行可能性、関係者（医療
保険者、日本年金機構、事業者団体など）間の調
整や事業主による保険料負担の正当性などの観点
から慎重に検討する必要があるとされている。併
せて、フリーランス等の働き方については、労基
法上の労働者性の概念について労働基準関係法制
研究会において議論がみられる他、労働保険と異
なり、国民健康保険・国民年金というセーフティ
ネットがあることから、中長期的な課題と位置づ
けられている7。

この点、社会保障審議会年金部会「社会保障審
議会年金部会における議論の整理」（令和 6 年12月
25日）によると、被用者保険については、どのよ
うな働き方、雇い方をしても中立的で、就労イン
センティブを阻害せず、より長く働いたことが
年金給付に的確に反映される制度が求められてい
る。これに対し、被用者保険の対象外となった場
合に対象となる国民年金の老齢基礎年金は、就労
者がより長く働いたことが年金給付に反映される
ものではない。こうした年金額の差を解消するた
めに自営業やフリーランス向けの国民年金基金制
度があるが、任意加入の制度であり、被用者保険
の対象となる本業があれば副業での加入資格はな
い。企業勤務者が副業で起業し、起業で得た報酬
がその後の年金給付に反映されないことの是非に
ついても、自営業者のセーフティネットをめぐる
問題として今後検討すべきであろう8。

② 労働保険
一方、労働保険（労災保険法、雇用保険法）に

ついては、複数事業労働者に関する法改正がなさ
れているものの、いずれも雇用労働者を想定して
いる。ただし、労災保険法に関しては、次項で後

7	 最近では、自営業・フリーランス等の育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、国民年金の第 1 号被保険者に対する育
児期間中の保険料免除制度が創設された。

8	 丸谷（2021）も参照。

述するとおり、特別加入制度があり、雇用労働者
以外の一部の就労者への適用が認められている。

この点、副業で起業した企業勤務者が、業務上
または通勤途上で被災して就労できなくなった場
合、本業のみが対象となり、特別加入制度を利用
していない限り、後述の複数事業労働者とはなら
ない。あるいは副業で独立準備中に怪我をした場
合や、過重な業務で長時間労働となった結果、脳・
心臓疾患を発症した場合、特別加入制度を利用し
ているか否か、また利用している場合にも労災と
して認定されるか否かという問題がある。さらに、
雇用保険法については、企業勤務者が本業で職を
失った際、副業で起業して自営業に従事していた
とすると、それが失業といえるかどうか、所得保
障の対象となるかどうかが問題となる。併せて、
企業勤務者が起業後廃業した際の所得保障のあり
方についても検討課題となる。本稿では、当面の
課題となる論点に焦点を当てて検討を行う。

（ 2 ） 労災保険をめぐる問題

① 複数事業労働者
労災保険法は事業主に使用されている労働者を

適用対象としている。令和 2 年改正により、複数
事業労働者が業務上または通勤途上で被災した場
合、被災したことにより喪失した稼得能力を填補
するため、複数事業労働者を使用する全事業の賃
金を合算した額を基礎に給付額が算定されること
になった（法 8 条 3 項）。併せて、複数事業労働者
の複数の事業の業務を要因とする傷病等が、労災
認定の際の負荷を総合評価する複数業務要因災害
として認定されるに至った（法 7 条 1 項 2 号、令
和 2 年 8 月21日付け基発0821第 1 号）。例えば、

「短期間の過重業務」については、異なる事業場
における労働時間を通算し、「長期間の過重業務」
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については、同じく通算した労働時間の週40時
間を超える部分を時間外労働時間数として、業務
の過重性が評価される。「長期間の過重業務」につ
いては、労働時間以外の負荷要因として、イン
ターバルが短い勤務や身体的負荷を伴う業務など
も評価対象とされる（令和 3 年 9 月14日付け基発
第0914第 1 号）。

一方、企業勤務者が独立準備中に怪我をした場
合や、起業において長時間就労となった結果、脳・
心臓疾患を発症した場合、基本的には労災保険法
の適用対象ではない。当該疾患によって企業勤務
を中断せざるを得なくなった場合であっても、係
る休業補償は同法の対象外となる。このように、
労災保険法の適用対象外となった就労者について
は、原則として国民健康保険法の対象となる。もっ
とも、労災保険法には、労働者以外にも業務の実
情や災害の発生状況などをみて、労働者に準じ
て保護する特別加入制度がある。

② フリーランスと特別加入制度
令和 6 年11月には特別加入者の適用範囲が拡

大され、企業等から業務を委託されるフリーラン
ス（特定フリーランス事業）にも及ぶことになっ
た。企業勤務者が副業として起業する場合、その
副業が特定受託事業者となるフリーランスであれ
ば、特別加入の対象者となり得る。特定フリーラン
ス事業については、営業、講師、インストラク
ター、デザイン、コンテンツ制作、調査、研究、
コンサルティング、翻訳、通訳、データ、文書入
力などが想定されている。ただし、企業等から業
務委託を受けず、消費者のみから業務委託を受け
る場合は対象外である。

他方、労基法が適用される労働者以外の就労者

9	 集団責任説については、西村（1972）43頁以降も参照。
10	 土木工事及び重機の賃貸を業として、中小事業主として特別加入を行った者が重機の運搬作業中に死亡した事案で、保険関係は土木

工事が関係する建設事業について成立したにとどまり、重機の賃貸に関しては労働者を使用していなかったことから、重機の賃貸業
務に起因する死亡等については同法に基づく保険給付を認めることができないとした事例がある（姫路労基署長（井口重機）事件・
最判平 9 年 1 月23日労判716号 6 頁）。

に労災保険法を適用すべきか否かという議論もみ
られており、将来的に検討課題とし得るとの意見
と、慎重に検討するべきとの意見に分かれている

（令和 7 年 7 月に厚生労働省が公表した「労災保
険制度の在り方に関する研究会中間報告書」（以下、
報告書））。学説の中にも、「新しい自営」の従属労
働に着目し、特別加入制度ではなく、労災保険本
体での保護の必要性を唱えるものがある（小西、
2022）。確かに、労災保険法が労基法から乖離して、
独自性を有するものとなり、生活保障を本質とす
る社会保障へ転化したものと評価する考え方に立
つと加入対象の拡大も視野に入る。しかし一方で、
同法が個別の使用者の災害補償責任としての独自
の意義をもつことを踏まえると、あくまで使用者
の責任を集団化することによって補償するものと
解され（集団責任説）、現行の枠組みで適用対象を
拡張していくのは限界もあろう9。

また、特別加入制度については、加入を希望す
るか否かや、自身の業務範囲などの特定が個人の
判断に委ねられている10。事業主に使用される労
働者の場合、保険料は使用者が負担するが、特別
加入の場合は労働者自身で保険料を負担すること
になる。報告書では、「発注者等に保険料の負担を
求め得る」との意見もみられる。最近では、連合
フリーランス労災保険センターにおいて、労災保
険の特別加入・脱退、給付請求などの支援、安全
衛生・災害防止教育が行われており、特別加入を
サポートする取組もみられる。学説でも、発注事
業者がフリーランスの加入を促すことで対応すべ
きとの見解もみられる（水島、2024a）。

この点、加入を促すとともに、制度のメリット
を周知徹底していくための取組として、発注事業
者からの情報提供を義務づけることが考えられる
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が、それでもなお、保険料の負担をめぐる問題は
残されている。例えば、特定フリーランス事業で
情報処理システム設計業務に従事する場合、保険
料算定基礎額に保険料率0.3％を乗じたものが 1 年
間の保険料となる。給付基礎日額は3,500～ 2 万 
5,000円の範囲で選択可能で、給付基礎日額 1 万円
を選択した場合の年間保険料は 1 万950円であ
る。現行制度でも加入すれば手厚い保障が受けら
れるとはいえ、保険料が自己負担であるために、
加入を控えた者の中に、本来であれば保険給付を
必要とするリスクの高い層がどの程度存在したの
かについて、今後検証していく必要がある。

③ 副業起業時の労災
企業勤務者がフリーランスとして起業し、労災

保険に特別加入していた場合に、労災保険給付が
受けられるかどうかという問題も残されている。

労働保険法の対象となる業務災害と通勤災害の
うち、業務災害は業務上の負傷、疾病、傷害また
は死亡を指し、業務災害として認定されるには、
業務執行中に発生したものであること（業務遂行
性）及び業務に起因したものであること（業務起
因性）が必要である。

そこで、就労者に生じた傷病等について業務と
の一定の関連性があるかどうかという「業務上」
の概念をどのように解すべきかという点は検討す
べき課題である。業務起因性は労働者の場合に準
ずることになる一方、業務遂行性をめぐっては、
使用者による直接的な指揮命令下に置かれている
わけではない中で、当該行為を業務として評価し
得るかが問題となる。通達によると、契約に基づ
き報酬が支払われる作業のうち特定フリーランス
事業に係る作業及びこれに直接附帯する行為かど
うかによって判断される（令和 6 年 4 月26日付け
基発0426第 2 号）。すなわち、フリーランスとして
起業した後に、企業等との契約に基づき報酬が支
払われる作業であることが求められる。それゆ

え、独立のための準備行為が業務上と評価され、
労災として認定される場面は限定的であるといえ
よう。

また、フリーランスの場合、指揮命令関係が存
在しないことから、就業時間を負荷として合算す
ることについては慎重な判断を要するとの指摘も
ある（地神、2021）。加えて、業務起因性について
は、深夜就労について、勤務時間の不規則性が認
められ、負荷要因といえるか否かについても議論
の余地があろう。

（ 3 ） 雇用保険をめぐる問題

① マルチジョブホルダー制度
雇用保険は、自らの労働により賃金を得て生計

を立てている労働者が失業した場合の生活の安定
等を図り、新たな職に就くための支援等を行う制
度であり、適用事業に雇用される労働者を被保険
者としている。ただし、 1 週間の所定労働時間が
20時間未満である者、同一の事業主に継続して
31日以上雇用されることが見込まれない者につい
ては被保険者とならないため（法 6 条 1 号・2 号）、
複数の事業所で雇用されている短時間労働者に
ついて、離職した際の生活保障の重要性が唱え
られてきた。

令和 4 年には、複数の事業所で雇用されている
65歳以上の労働者で一定の要件を満たす者（マル
チ高年齢被保険者）を対象として、任意加入制度
が試行的に導入された（雇用保険マルチジョブホ
ルダー制度）。係る者が失業した場合、一定の要件
を満たすと、高年齢求職者給付金を受給すること
ができ、二つの事業所のうち一つの事業所のみを
離職した場合にも、離職した事業所の賃金を算定
基礎として受給することができる（法37条の 6 第
1 項）。65歳以上を対象としているのは、定年及び
継続雇用制度の期間を過ぎて就労が多様化する労
働者の生活及び雇用の安定を図るためである。

同制度については、離職して給付を受けること
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が見込まれる者が加入するといった逆選択の事象
や、安易な離職による循環的な受給といったモラ
ルハザードの事象も懸念されている。制度創設の
際にはマルチジョブホルダー全体を雇用保険の対
象とすることについて慎重な立場で議論がなされ
ていた。むしろ、雇用の安定化の必要性が高い者
に対しては、職業訓練等を支援する求職者支援制
度をはじめとする各種の施策を活用した支援も、
選択肢として掲げられていた。その後も、雇用保
険法の適用対象とすべきか、それとも、安定的な
就職を目指す支援（求職者支援制度等の拡充）を
すべきかといった議論がみられている（厚生労働
省「雇用保険制度研究会中間整理」（令和 5 年 
5 月））11。

近年では、多様な働き方を効果的に支える雇用
のセーフティネット構築の観点から、雇用保険の
適用拡大をめぐる議論があり、法改正により、被
保険者の要件のうち、週所定労働時間が10時間以
上に変更され、適用対象が拡大される（令和10年
10月 1 日施行）12。所定労働時間の要件変更は、
65歳以上のマルチジョブホルダーについても当
てはまるが、今後のあり方については、令和 4 年 
1 月の雇用保険マルチジョブホルダー制度施行か
ら 5 年後を目途として、給付の支給状況等、この
仕組みの実施状況の把握と検証を行ってから検討
される予定である。

このように、マルチジョブホルダー制度の議論
は主に雇用者を対象としたものである。一方で、
本業で雇用保険の適用対象者となる労働者が失業
した際、副業で起業し、就労していた場合には、
次で述べるとおり求職中の失業者に対する給付要
件を満たす失業の定義に該当せず、給付を受ける
ことができない（「雇用保険に関する業務取扱要領

（令和 8 年 1 月 1 日以降）」（以下、業務取扱要領）
50102ロ（ホ））。

11	 マルチジョブホルダー制度をめぐる議論については、河野（2021）も参照。
12	 被保険者及び受給資格者となる者については、求職者支援制度の支援対象から除外しないものとされている。

② 失業の定義と起業
雇用保険法は、失業の定義を「被保険者が離職

し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、
職業に就くことができない状態にあること」とし
ている（法 4 条 3 項）。この点については、業務取
扱要領によると、「内職、自営及び任意的な就労等
の非雇用労働へ就くことのみを希望している者に
ついては、労働の意思を有するものとして扱うこ
とはできない。ただし、求職活動と並行して創業
の準備・検討を行う場合にあっては、その者が自
営の準備に専念するものではなく、安定所の職業
紹介に応じられる場合には、受給資格決定を行う
ことが可能となる」とされている（業務取扱要領
50102ロ（ニ））。

また、「就職」（職業に就く）とは、「雇用関係に
入るものはもちろん、請負、委任により常時労務
を提供する地位にある場合、自営業を開始した場
合等であって、原則として 1 日の労働時間が 4 時
間以上のもの」をいい、現実の収入の有無を問わ
ない（業務取扱要領51255）。 なお、自営業の準
備、自営業を営むこと、請負・委任による労務提
供等については、「 1 日の労働時間が 4 時間未満で
あっても、それに専念するため安定所の職業紹介
にすぐには応じられないなど、他に求職活動を行
わない場合は、就職しているものとして取り扱」
われる（業務取扱要領51255イ（ト））。

さらに、会社の役員の場合は委任関係であり、
法律上は特約のない限り報酬を伴うものではなく、
自営業の場合もそれを開始した時点において収益
の見通しが確実なわけではなくても、報酬等の経
済的利益の取得を法的に期待し得る継続的な地位
にあれば、職業に就いたものとして失業給付を受
け得ないと解されている（岡山職業安定所長事件・
広島高岡山支判昭63・10・13労判528号25頁）。
このように収入の有無にかかわりなく判断される
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ことについて、失業中の所得保障を目的とする趣
旨に反すること、新規独立開業への意欲に影響を
及ぼすといった指摘もみられた（馬渡、2000等）。
しかし、収入の有無を要件とすると、あえて報酬
を受け取らず、不正に基本手当を受給するといっ
たことも考えられ、モラルハザードの観点からも
現行の解釈はやむを得ないものと解されている

（大木、2025）。
以上のことを踏まえると、企業勤務者が失業し

たタイミングと起業が重なる場合、起業での収入
の有無にかかわらず、失業の定義に該当せず、雇
用保険給付を受けることができないという帰結が
もたらされる13。

③ 副業フリーランスへの適用可能性
一方、副業で起業後まもなく廃業する場合、係

る所得保障は雇用保険法の対象となり得るのか。
前提として、雇用保険法の労働者は労基法上の労
働者性と類似の判断基準が用いられ、雇用保険法
の趣旨に照らして判断されることになる（国・大阪
西職安所長事件・福岡高判平25・2・28判時2214号
111頁）。

近年では、注文者等から業務を受託して個人で
役務を提供するようなフリーランスへの雇用保険
法の適用をめぐって、学説上議論がみられる。例
えば、専属的・継続的に取引を行う一部のフリー
ランスについては、雇用保険法上の労働者として
解釈論上認める余地があると指摘しつつも、解釈
論による適用の限界を指摘し、立法による解決を
提示するものがある（林、2025）。これによると、
法政策として、仕事の獲得と喪失を繰り返しなが
ら不安定な職業生活を送るフリーランスに着目し、
仕事を喪失した際の所得保障に加え、職業仲介機
関における職業紹介・指導・職業生活設計の支援
を行うことが掲げられている。また、水島（2024a）

13	 その他、企業勤務者が育児または介護休業期間中に起業した場合も、一時的な就労に当たらず、原則として雇用保険法上の育児休業
給付や介護休業給付は受けられないものと解される。

は、フリーランスについて、労働者と異なり、労
働時間の概念がなく所得の変動も大きいゆえ、就
労、所得捕捉の難しさから雇用保険法の適用拡大
を構想することが困難であると指摘し、キャリア
形成支援の観点から、求職者支援制度の拡充等を
掲げている。さらに、雇用保険とは別の制度とし
て、フリーランス等の雇用類似の者に対する社会
保険の類型を新たに設け、任意加入の保険につい
て国家が支援する仕組みの可能性を指摘する見解
もみられる（丸谷、2020）。

係る議論を踏まえると、企業勤務者が副業でフ
リーランスとして起業したとしても、現行の雇用
保険において、廃業した際の所得保障を受けるこ
とは解釈論上困難であろう。副業の場合、本業が
あればよいという見方も考えられるが、本業が短
時間労働で、副業起業に多くの時間を費やしたに
もかかわらず廃業した場合、その廃業リスクに備
える必要性はより高くなるといえよう。

④ 独立後の廃業リスクに備える仕組み
他方で、企業勤務者が離職後、起業した事業に

専念し、その後廃業した場合、廃業リスクに備え
る仕組みとして雇用保険受給期間の特例がある。

雇用保険法の基本手当は、短期的失業に対する
保護を目的としていることから、受給期間は原則
として離職の日の翌日から 1 年間とされている。
一方、特例では、基本手当の受給資格者等が事業
を開始した場合等について、最大 3 年間、当該事
業の実施期間が受給期間に算入されない（法20条
の 2 、施行規則31条の 5 ）。例えば、企業勤務にお
いて離職前 2 年間に雇用保険の被保険者期間が通
算して12カ月以上ある者が、自己都合により退職し
た翌日に起業し、2 年後に廃業した場合、事業実施
期間は算入されず、受給可能となる。ただし、申請
は事業を開始した日、事業（の準備）に専念し始め
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た日の翌日から 2 カ月以内に行うことが要件とさ
れている。なお、企業勤務中に副業としてすでに起
業していた者あるいは事業の準備を開始していた
者については、離職前の副業あるいは準備の段階
は受給期間に算入されず、離職日の翌日以降に当該
事業またはその準備に専念する状態に移行したと
とらえられる。すなわち、在職中の副業や起業準備
は制度上「準備行為」として扱われるにとどまる。
一方で、例えば、離職直前の有給休暇消化期間中に
事業や準備に専念していたと評価される場合には、
離職日前から専念していたと解釈されると、特例の
適用が否定される余地があるが、この場合も当該
基準日後に事業に専念する者と扱うべきであろう。

また、雇用保険を受給できない求職者には、求職
者支援法に基づく制度（求職者支援制度）がある。
ハローワークに求職の申し込みをしている、雇用保
険の被保険者や雇用保険受給者でないなどの要件
を満たす「特定求職者」を対象に、無料の職業訓
練・求職支援とその間の生活給付を支給するもので
あり、一定の要件を満たせば、職業訓練受講給付
金として月額10万円と通所手当、寄宿手当が支給
される（職業訓練の実施等による特定求職者の就
職の支援に関する法律 7 条）。加えて、求職者支援
資金融資として、特定求職者について同居配偶者
等がいる者は月額10万円、単身者等は月額 5 万円
の融資を受けることができる（施行規則16条）。もっ
とも、訓練受講の要件とは別に給付金には収入の
要件（本人収入が月 8 万円以下、世帯収入が月
30万円以下）がある他、訓練実施日全てに出席する
等の要件を満たさない場合は、給付金を受けるこ
とができないといった問題があった。そこで、令和
5 年の見直しにより、育児・介護中の者や就労経験
の少ない者など配慮が必要な特定求職者について
職業訓練受講給付金の出席要件や収入要件が柔軟
化されるとともに、給付金の支給対象とならない場
合でも、一定の要件を満たせば通所手当を受けな
がら職業訓練を受講できることとなった。

さらに、収入要件をなくし、特定求職者で過去
に通算して 3 年以上就業したことがある者を対象
に、教育訓練費用とその間の生活費を融資する制
度として「リ・スキリング等教育訓練支援融資」
が創設された（令和 7 年）。この制度を利用するこ
とで、教育訓練費用、生活費用について、それぞ
れ年間120万円を上限とし、最大 2 年間の借入が
可能となる（利率は 2 ％、担保・保証人は不要、返
済期間は教育訓練修了後から 1 年経過後10年以
内）。いずれの制度に関しても、ハローワークに求
職の申し込みをしていることが要件とされている
ことから、基本的には雇用での再就職が想定され
ているものと考えられよう。

5　今後の課題

（ 1 ） 企業勤務者の起業を想定した環境整備

これまで述べてきたとおり、労働者には本業の
勤務時間外について私生活の自由があり、職業選
択の自由（憲法22条 1 項）がある。労働者が副業
を行うことで、本業での失業リスク等を分散し、
エンプロイアビリティを高められるのであれば、
労働者が自律的に選択した働き方として尊重され
るべきであろう。もっとも、企業勤務者の副業を
活用した起業はリスクを低減する方策の一つと位
置づけられる一方で、独立のためのものである場
合は雇用から非雇用への転向を意味し、労働法の
法的保護の対象外となる可能性がある。副業で起
業を行う場合については、多様な就労形態を踏ま
えた検討が必要となる。近年では、フリーランス
等の自営的就労者の増加を踏まえ、労基法や労契
法の労働者となり得るとする解釈上・立法論上の
議論がみられる。もし、取引の相手方と使用従属
関係が認められ、労働者性が肯定されるようなケー
スであれば、雇用型の副業と考える必要がある。

一方、非雇用型で労働法の適用がない副業であ
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る場合、現行の労働時間の通算制の適用もなく、
私生活の時間については自由に副業を行うことが
できる。ただし、企業勤務者が副業で起業を行う
場面においても、労働者には信義則上の義務（労
契法 3 条 4 項）があり、本業の使用者の正当な利
益を侵害しないよう配慮する必要がある。特に、
勤務経験を生かして競合会社を設立する行為は競
業避止義務に抵触する可能性が高い。しかし、競
合会社の設立・準備行為を全面的に制限すべきで
はなく、使用者が事前に義務の内容を明確に示し、
労使双方で事前に確認したうえで副業起業が容認
される仕組みが必要と考える。

また、企業勤務者が副業で起業を行う際、非雇
用型であれば労働時間規制も及ばない。そして、
起業や独立準備を行う就業時間については裁量が
あり、本業の使用者が容易に把握できるものでは
ない。仮に把握できたとしても、本業の使用者が
副業先の過重な負担を軽減できるかどうかという
問題がある。それゆえ、本業の使用者の安全配慮
義務として捉えられる範囲は限定的であり、係る
点を踏まえると、長時間労働の問題は依然として
存在している。そこで、まずは労働者自身の健康
に対する意識を涵養していくことが重要であり、
本人の求めに応じる形での面接指導を受ける機会
の提供や健康診断の 6 カ月以内ごとの受診の導入
など、使用者からの情報提供を促す仕組みも含め
検討すべきであろう。

さらに、労働者のキャリア形成やイノベーション
を重視し、法政策として副業を促進するのであれ
ば、短時間勤務制度等の働き方の選択肢を増や
すことも重要となろう。前述の「働き方改革実行
計画」では、長時間労働の是正の他、多様で柔軟
な働き方として、副業及びテレワークも推進され
ている。テレワークの導入により、通勤時間の短
縮等を図りながら、副業に割く時間を確保するこ
とも可能ではあるが、短時間勤務制度等の勤務時
間の多様化も含めた検討が必要であろう。仮に副

業起業で成果を上げたとしても、短時間勤務制度
があることによって本業での雇用も維持できる可
能性は残されている。加えて、多様な働き方の選
択肢は、副業だけではなく、育児や介護、病気の
治療や地域活動、学び直し、趣味の充実など、様々
なライフイベントに対応した仕事と生活の両立

（労契法 3 条 3 項）にも寄与する。労働者のキャ
リア形成のあり方は多様であることも踏まえると、
労働者の意向聴取の仕組みを採用し、会社の状況
に応じて制度設計を検討する手法も考えられる。

（ 2 ） セーフティネット

セーフティネットについてみると、第 4 節で述
べたとおり、非雇用型の副業の場合、労働時間の
概念がなく、所得の変動も大きく、就労、所得の
捕捉が困難であることから、現行制度では対応し
きれない部分がある。

まず、労災保険法については、特定フリーラン
ス事業についても特別加入制度が導入されたが、
加入の可否や労災保険の業務範囲などの特定は個
人の判断に委ねられている。現行制度の下では、
特定フリーランス事業に該当する者に対し特別加
入を促す手法が考えられるが、保護のあり方とし
て妥当か否かという点は今後検証すべきであろう。
そして、特別加入制度を利用したとしても、業務
遂行性の判断が困難であるという問題も残されて
いる。例えば、本業・副業による長時間労働・就
労に起因して疾病・死亡に至るケースにおいては、
起業後のフリーランスとしての就労について、業
務遂行性が認められなければならない。特定フリー
ランスの場合、契約に基づき報酬が支払われる作
業等によって業務との関連性が考慮されること
から、独立準備の段階でも、その行為がすでに特
定受託事業者としての事業遂行過程に入っていな
ければならない。すなわち、業務委託契約に基づ
く業務、またはその直接附帯行為といえない限り、
業務上の負荷として評価される場面は限定的であ
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ろう。副業起業のための独立準備行為（開業前の
開店準備や製品準備の見込み生産など）が長時間
となった結果、疾病により就労不能になっても、
業務遂行性が認められない以上、労災保険による
所得保障は得られない。この問題は、副業に限ら
ず、起業に従事する者全般に共通する課題である。
今後、起業促進政策を進めるうえでは、就労中断
時の所得保障のあり方について検討が必要である。

また、雇用保険法においては、企業勤務者が独
立しその後廃業した場合、雇用保険受給期間の特
例要件を満たせば所得保障があり、再就職を促す
仕組みを採用している。しかし一方で、企業勤務
者の副業起業の場合、本業が短時間労働であれば
所得減少のリスクに備えるには不十分であり、ま
た、本業によって起業のリスクを低減できたとし
ても、本業での失業リスクは存在する。特に、本
業で失業した場合、雇用保険法の適用対象者であっ
たとしても、副業起業によって失業の定義に該当
せず、雇用保険給付を受けることができないと
いう帰結をもたらし得る。雇用保険を受給できな
い場合、求職者支援制度において給付金を受けず
に、無料の職業訓練のみを受講する余地はあるも
のの、副業起業者が本業で失業した際の所得保障
のあり方は今後検討すべき課題であろう。

（ 3 ） 副業起業のためのキャリア形成支援

企業勤務者が副業を行う目的は多様であり、副
業起業も一つの選択肢として尊重されるべきであ
るが、雇用と比べるとより一層個人の自律性が要

14	 この点については、水島（2024b）も参照。

請されることには留意が必要である。所得を増や
すことを目的とした副業起業では、失敗時のリス
クへの備えが十分でない場合が多い。そのため、
生計維持を目的とした起業は、必ずしも適切な形
とはいえないだろう。従来、日本は内部労働市場
であり、企業での人材育成を前提としてきたが、
労働市場の流動化に伴って、労働者の主体的・自
律的なキャリア形成を図ることも重要な政策課題
とされている。起業促進政策としては、企業勤務
者を対象として行う起業に向けた人材育成や副業
起業の好事例や起業のリスクに備える制度の周知
等も考えられる。

前述の「雇用保険制度研究会中間整理」では、
「雇用保険被保険者だけが教育訓練の機会に恵ま
れているとなると格差を広げることになるため、
求職者支援制度などの雇用保険の枠外の仕組みも
含めて一体的に検討すべきではないか」との意見
があった。教育訓練の機会をキャリア形成支援と
いう観点からみた場合、自営業者についてもその
必要性は否定されず、むしろ重要性がきわめて高
いとの指摘もみられている（笠木、2019）。雇用に
よらない副業については、生活及び雇用の安定と
いうより、キャリア形成支援の観点から議論され
るべきであるという見方もあろう。係る支援を雇
用政策の附帯事業とすると、財源の観点から雇用
保険の被保険者でない者への支援をも対象として
も良いのか議論の余地があるものの14、キャリア
形成支援の観点から副業起業者を支援する施策も
今後の政策課題となろう。
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